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にkり支配されてきたという肢史的現実トこし・かに

取り組むべきかが最大の政策的課題となる。

1938年のメキシコにおける挑戦を別とすれば

υi 1), 1951～51年のイランによる対決政策とその

tl~i汗という背ャ経験から， その後の産担｜諸幽はモ

サデゲ流の強硬策を非現実的政策として反省する

とともに， J. f)tJ健かつ現実的な方途を探’先Lp~ 

1，（｛企業lこ対する iHi抗ブJI(countervailing power) 

を油養し， もって国際企業とは異なった見地から

資源の適正配分を行なうべくその努力を傾注する

ケ とになる f

ぷりから、 戦徐復興から成長経済へのi1iを之サ1

にたどりつつあ J 》た西欧・日本を中心に、世界;:J:

ネルギー需要のスカイロケット的増大とぞの流体

化ぷ進展し i斗際石油市場はキ；件有の拡大化ilili院

にはいり始め Cv、た。

こうした関係から国家資金を背景に新規参入を

本稿は｜耳際企業と発肢途上国との協調を相起に 希求するこhi＼消費国と， l'] rn-1資源の自主開発を

はじめに

関する研究の一部として土とめたものである。 ihifiう産油国との11号に， 巨大出1,fi｛企業を仲介せδる

周知のごとく発展途上諸国がその自立的国民経 直接的「協調方式」（associationsystem) C/1'2）が実

済の形成と発展を希求する場合，資本と技術の回 現し，産油国自身がその基礎産業部門たる石油産

で［同家的枠組を超えて」（transnational）行動する 業に「主体的参入jをはかる道が開かれたのであ

いわゆる旧際企業と山関係をどのよ日：i泌整し位 る。 M・ムゲラ［：＇＇一教喪（ Dr.Muhamad A l¥luglト

置づけるかは枢要な問題である。 とりわけ石油と raby）の表現に従えば「内側lからの規制J(control 

いう 1次産品の純輸出国すなわち産油国にとって， from wi出in）がそれに当たる（ii3）。

開発戦略土もっとも重要な基礎産業部門が国民経 その後「協調：}j式JとL、う資本提携型（e叩 ity

済かじ遊離した形（encl孔ve）でー‘群のj;_}.;lITJ際企業 p;irtnership）に］JI!えて， 「役市契約方式l(service-
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川 『1traい1い，吋ten山、I/i. ¥ 、LI ＇！＇産分 IJJ'j式 l（！削》tlu，‘tiりn-

~haring sy唱stcn

nershi1》・＇ t出lJlしたかフいずれにせよ産油制の国

常石油会社が事業主体となる方式カト・/ii<l'化Lかつ

だ着L／：土 L・1 とカ，－cきよ ：！ i I 4 ¥ 

-1: f土L、ぇ ff先Q期llliがはほ今ii!：紀末かん211貨紀初J

ハ土 L、－－， ,!:if .k JV！いわfてノユ I 夜、＇ti.:ffi'l手I］怜I（山川V川ト

1 ion礼l川 Kcssiot出）を地がかりに大量か，) f氏ゴスト

，！）石油企支配しごきfこIi大国1;¥i石油会ti:(Intema-

tional Major Oil Companies，略称、メジャー）の地枕は

w本的iι変わらず， v'iJばアンタッ Tャブルであ

pた。 Lだがぺ生！ネど和Ii十詳しI）決定i土三jt,＜＇，式ジ

γーの専管＇！ J:明として， グ11ーパノレts.資源の絞適

配分をil i金としてなむれたのである。

1959年三）］と（j()年 8J1の：3凶に及ぶ中東原油公

dlli格，；I I"げ（－：.れにヒりたとえiiイラ；原油it 1957 

fド(jJi ill時の 2.04ドノレ／バーレルから59年2Jjには 1.86

i Iレに，，；u手8JJ iこは1.78 ；：・，レtこil!iドifさll之） n二その

が4である。

けJ＇ども産； u1諸国心悦収が公示鏑・1台を揖，H‘$；＇，

としていると土ろから‘ か か る ゾj的行為は浅出i

itl似1]<7>[1＼激をJ討さ， Irlf油国機構」（Ul'EC)試立の

n'f接摂機とな I／ヒ。 三jもはプンタッ fγ ブツレん：在

来型利権に対し産油諸国が団結することに上りて

)JI,制をはかつい、こ 1とする 1，ので， ムグラ t：一

教授はこれを i外側からの規制 I(control from 

without iと定義している位5¥

OPECの某本目標はしたがって1960年 8月以前

の価格水準の川復にあったが， 中東産油諸国内利

権料経費化〔it6), リビア，ベネズエラなどにおけ

る taxrefer巴llCピ priceの採用 (it-7〕を除けばtJぼ

しい具体的成果iま得られなかず pたといえる。 とれ

は市場支西日力をもっメジャーが OPECの存在を公

ベに；，；！，／，なか、たこ Iともあるが， なによりす｝産lll.1

ti<i杵l百の利害が一致していたかったととにその原

Lklがあ，》たとヤえよう。したがって OPECは，

1960年以月以後メジャーによる公示似格の何々引

ドげがもはや事実 k不可能であるという問機的成

！哀をもたr》Lたものの， 各種問除企の撤廃を除い

：、片岡HII' L ¥ ，目標はなく， その存世理由が問わ

れらは TJっt.－. ，たのとある。

lり67年のr:j:t東戦争が一段務してから 9月に開か

れる？？主であった＜>PEC会i議iこJ川、て， H ↓／］ご

ン・タイムズは“ Deepdivisions among the oil 

producers”と題する社説を侶げ， OPEC加盟国

相互問の広汎な利害対立かF》OPEC(I）歴史i二もり

とも難しい会議になろうとし， 場合によサては実

質的時々と LCのOPECの終克を意味することに

なりかねないと予想したのである (IJ:8 )0 にもかか

わら FOPE＜：‘は分裂の危機をpij避L• 》つ存続L,

1970年以降メジャーとの力関係、において著しい局

面転換を実現L, J 山、にその宿顕たる公示価格の

値上げという基本目標の達成に成功するのである

が，そjt,までのあし、よf，すなわち1%7年から70年

にかけての OPECはある意味で反省期であり，次

の時｛丸、の準備期でもあったといえる。

19（泌年6).j OPEC第16回会議におL、て採択され

た石油政策綱領（DeclaratoryStatement of Petrole-

um l'ol ,cy in Member Countries）は産油国のとる

べき石油政策を改めて再検討したものであるが，

それと同時に1970年および71年の価格戦争tこ勝利

したOPEC運動の将来目標，換言すれば産油諸国

の政策理念， をも示してし、る点において重要な意

味をもっているものと理解される。

そしてこの政策綱領の中から期せずして生じた

の舟1し、わゆζ，r参力II政策」（p，主

めくfる論争にほかならなし、o

rn 1) かノレデ J ：，＿大統領によるメー干シコ石油産業
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Ⅰ　OPEC石油政策綱領と「参加政策」
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の国有化政策は，アメリカの対ラテンアメリ力外交が

「不干渉L士山l「善隣友好政治J；こ転換し心、f：ごと，

第 2次＇ii:'f:'）、1111＇.の勃発に L;:, I~除石油市町 ·； -Jc; r市場

化，メキシつが純輸出 I迅としての地伎を欣楽したこ

と，などにより成功したといえる。詳細は松村消二郎

編『ラテ＞ .メ少カの石ぅ・Iii二五h；斉』〈アシ i下、行；，！＇j査研

究双書；ノ；183T’アシアキfl汗｛乃花所，昭和，1511）な！（札

（注 2) 11 11問題研究バ刈「OPECと二 I iii！際 J'~；

唆』（アジア経済調査研究双山第128集，プジア経済研

究所， Rf1手n41年）， 147ページ以下参照。

（注 3) ;¥Iuhamad A. '.¥Jughraby, Permanent ,'-,'ov-

ereig叫＼＇ O'i＇川 OilResoun制、 A StuゐF of :Hiddle 

East Oil Concessions and Legal Change (B白irut,

Middle East Research and Publishing C倍以er,

1966), p. 54 

（注 4) ,,,; c(',j方式の【JiPl二l てはイラ／！刈RIP

（イタリ ,1i ,:>; ENI), lP:¥Cしメリ力不 f'anAme-

rican), FPC （フランス問符 ERAP• SNPA), IM卜

NOCO （イタリア国営 ENI，アメリカ糸 Phillips,

インド／IγI{ydrocarbon India), IROPC<）川idPwa-

terU：か ,• / I っ系7tt）、 ［人PCO(Atlantic Rl1:ining 

ほかアメ Jカ糸 4社〕， PEGUPじ0 (Gel抽出，ergLlか

ドイツ系 7社）（以上いずれもイラン同常 NIOCが50%

資本参加），アラブ連合の COPE( 1タリア問符ENI〕，

GUPCn （ヲ d カ系 PanAmerican), ¥VEJ'C() （ア

メリカ工 Phillips) （し、j ,, I, f ラプ連合i) -,.;, I-:( ;1》じ

が50%参加〕などが挙げられる。

アルジェりア ，｝）場介，フランスとの協調 ）j・＇にとして

アルジ E '・' 営 SO.'l¥'l、RへSHとソヴノヘ 114・,l:i; 

Elf• El＜九ドとの Ascoop(J¥目的ciationcooJ同 rative)

が有名）も人。

これらのほかサウジアラビアの Auxirap〔プランス

国営〕• Tenneco （アメリカ系）グループ， AGIP（イ

タリ 7ii1H ENI〕・ Phillips( 1 メリカ系） ,, ル プ，

Sun (7 , ,; と系） • Natomas （アメりカふ）・ノキス

タン政府グノLープ，あるいはリビアの AshlandOil 

(7 メりカ系〕， AGIP （イタりア悶営〕， ERAP•SNPA

（フヲンス国＇.•0，トノレーシヤノレ海岸ではカターノレ石油，

アプダ r, ,i!，中東石油（ 1,' JえLも日系〉 ！｛コ，産

油国側 l c(f十三方加選択権 4日M F いる例 t.h. 

役務契約方式は1966年のERAP• NIOC協定， 1968

年の ERAP・INOC協定によりフラ／ス国営 ERAP

がイラ〆 J; とuイラクの九＇ t,i以会社の ιeneralcon・ 

ラ6

tractorとして事業を泊負う方式であるの

’｜産分N.方だit 1 ＞ドネシアに今般 ftしたブ＇j.，.，，こと，

1i1 •k ；こはアラブ迎合 i司営 EGPC そ日本のjヒス’ I > 

:m幽開発との間の協定で導入された。

以上：のことき：事態の進岐によりわ；大凶際石油資本

1、7ことえばノつヒ， リビア， ( > iい下ゾア，な人アトー

i JI：近ではベノノ＇ ' におし、て i，わIiV ;f!J権獲得f i'.';'. I 

j;,j 歩調をとい ' 'P，るのがttI！九 itろのしたb

以i二J）パターンは定治したものとみていL、。

(/1:5) M.A. Mughraby. 

( ;i 6〕 ベノ大工ブその他でil ,f lj 111，料（royalty)it 

ff i'rとして級1, !. ! C ，、たのに対！ , r I' 1j［の在来型干＇ I愉

よけ！苛得税O) ;;E (credited against income tax）と

さjl℃し、fこ。

〔ii7) リビア，ベ不スエラなどでは課税品｜：障が法f

Ji: f;I!! 1'1'r ( realiz臼 iprice）にcJ,l;〆）！， ～べれ， 1960’i
三；兵｛西給水＇i¥f' it ＇割：氏であ ，！.， .・こで何者＇＂ i' 

11:1ノk,'11;に taxreference priceを定める Z協が成立し

t.: i)）である。

(il: 8) The Times (14 September 1967). 

OPEC石油政策綱領と「芸加政策J

1. 石油政策綱領

OI吃C第 10l11l会議（1968年IiJl 24～25日ウィ－：..

にてt-HH能〕は決i／委第X¥:1. 90号に;i's＇・、て石油政業綱

領を採択した。

！日i決議はまず前文において，

( 1) 炭化水素資源が加盟国の主要な財源・外

貨所得源であり，したがって経済発展の主たる

基盤であること，

出 炭化水素系資源は有限かっ潤渇していく

ものであり， その適正な開発が加盟国経済発阪

の条件を現世および将来について決定するこ

レ

(31 8国 天 然 資 源Jこ対する恒久主権の行使は

ふ己主しえざる権利であり， 1%6年11月25日山凶

連総会決議第2158号 に お い て も 確 認 さ れ て い る

－レ
ー〈ー，
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(4) とれ，）、ため炭化水素系氏源！｝｜片！発は IJII盟

国に111大司能t.r恩恵、をもた「川一こどを目標止す

べきこと，

(51 れから il標は加盟国 flft＇が民化水蒸；や資

源を直接開発す判る場合によりよく i来月比される二

.i::. 

(6) ただし加盟国の要請に基づき外｜斗資本

（官民企i吊わいが重要な役；引を県たしうるこ｛：、

その場介当該国政府の監督下におかれること，

(7) 当機構山主要目標が Jm盟国王J-i1H政策，／）調

整と柑ff, ,¥: t，び仁IJII盟国，＇） fl］益をfl，＇；］別ff,J／） 川

集団的に擁護すみ最良の手段U可決世にふぷ土ど

を明らかにしている。 これをみても中Jjるように，

( ）［》EC＇：その IJll1，＼日同LI－ては必「しす｝外国治ボノヲ

排除を目標としているのではなく， あくまでも明

女的視店れら／Jil1,}t／闘の主体性士 Mts.'r.tふこと仁三

の狙いがあるとし、える。そしてがl丈に盛人れたこ

れような出有fJ本文にじL、て L/'tfph ：いるけ

決議オご iどて、l』ikず「11月発方式 ,Mo《lρ 什f］）む＼＇（通l

mどnt）として，（1I能うかぎり （／）炭卓化水舜；系資ml＼企

)Jil盟国1・1.(,ro】一T二で直t立問発す－：：）：、う宅） }jする／小

資本， 専門技術者，市場販路の函で、商業ベースに

一り日J]j主浦足寸ること i＇ありよ）み，（2:lll接nt11cが

不可能な場合，諸種の契約を通じて外国業者にリ

スクに応じた適正な鞍酬を考直しつ ／ j君主託すふこ

ともさしっかえない。ただしその場合当該国政府

いその事業への参加と事業全般に対！と〉監理全最

大限求むべきである，などを確認してャる Ci2 l。

次いで「参加l(participation，と題しご，（1）現行石

油契約山むとで刊権保有会社υ所有旅に関し九該

国政府の参加規定が存在しない場合， 事情変更の

)J／、則 (thじ princi l一山 of changin日 circumsl川

づいて適正な参加をはかる，（2）現実にかかる規定

ぷ存｛EL, 制係操業会社に .tI）忌避されている場

介，その規定された（勢力日）比率は獲得さるべき参

加への最低限の基礎たらしめるべき ζ と， として

いる，:i-:n。

このほか本文には「鉱｜天返還」（Relinqui~hment),

「公ぷ｛1fii格もしくは 1深視基布fittj格j( l'osterl pnces 

or I ax reference pric州「（操業会？！の）財務安定保

誕の限定J([,imiterl g11εarantc＜＇リ ffiscal stahil ii y), 

「併交渉条項」（Renegotiationclause), 1，会計と情報J

<Accounts and information), ＇資源保存 I(Conserva-

tion），「紛争の解決J(Settlem日ntof clisp山 s），など

幾多山必要項11ぷタl],jt,;0れてL、るし 4I。とりわけ

｜同際製造ーで業品f11li格との関連で c<ct~条件が）悪

化す／，；） 正ことのない上うな方法で政府か決定す心i

としjこfilli格条rfi(U97り～7Ur',CllOPI決、運動にI川、

て世界的影響を及ぼすことになり， メジャーすな

わ九1liW1支配力を伝統的iこf;JH＼して 3た江川LI際

企業との問係でtW要な意味をもってくる。

しか L ながム決議~1，；支の可I'.! JYifl y－午わら（参

加］政策の表rv1は価格問題に勝るとも劣らない注

11すパ王政策綱領である。

2. 「参加政策」の意味とその背景

決議本文の第 1項目「開発方式」の趣旨はすで

に本私目頭てふtiべた（協調方式」など新規石油利

権への産油国の主体的参加を再確認したもので，

とくに問題はな L、。 ところが第2項れ「参加！の

狙いは全く別のところにある。

「参加IJに山する決議の表現はやや抽象的であ

り，その字句を通読しただけでは判然としないが，

当時のけPEC事務局法務課長ザカリヤ博上（Dr.

Hasan S. Zakaria）がノーノレウェーで聞かれた石油

セミナーで解説したとよ二ろに上れば次のような趣

円をも，yてU、る。すなわち，

利権保有会社の所有権への政府参加は近年中東

ラ7



Ⅱ　国有化こそ国家的要請－タカ派の批判－

1971050060.TIF

において或暖な問！顎とfにっているの「参加｜という

慨，合／） t決議にJ帝人＼れに宵去にLl:, 古j¥,/'IJIH盟11!

代表ぷ半年ほど耐に白川で桜喚中山村権保有会ti'

の株式参加を！？愈く要求したという事情が存布十

ノ》。

す l lごい‘／三l：ヘ lごik11iミJi){j＇来初 H／.利Hiに向上

z】政府主主JJllit I lth,i／，』l一〉に｜’ I f土向1だがJ}ji¥l 八：，I:

亡、＇tJ』lL ・c 、るカ， J Jγ一イ栄一1J;・ ~ /1::,l::;J¥iJj;IJ 

権Iこi:r王土 ／，ノど’f,1) :J:Jt,i: ;0: /;( ＇，‘o iji；仁る干i]illj配η

にあずかる位度では“自！日epin符 partner”でしか

二EU、。 もつむもアングロ・イヲュアン利権の 19λ；1

「ド修11：協定司 19'.t,fのイごノク ｛＇;iii手I］怜などけ場（，、

手I］惟供1-j.j.t刊＼ljが利権保釘会社の取締役会iこ“rけm幽

mis~iけnerぺ“1・epresentative”あるし、 f't, "di rec・ 

ノ；－ 11で；i、tor”を川町j•；ぎせふ権利を j, vて：；; i) , 

Ol'EC )Jll哩Jklが｜’l同内の操業会社の取締役V件

l～ :2 t'，の｛比一去を送ることは一般化している。 し

／ドしこれとて経，..:1:：；二；品川一る；象徴t'l'Jhし；パ儀礼

(t'>JJ （川・mholi，・。f l'NCffi（川

どこんが！：述した寸tllの力11¥WJ.同， l lH:/'1(1 iごL唱え

:Yイ二？ク（／ I [!,;ft, 操業会社ム山株）＼；毛主}JI]/,," 、し ii日

す色；事宅tへdl勺加i二・：）いて特ff／；二事・Ii¥:I/;{.?"{ I：する r

すなわち， 1920年にイキ、リス、 フランスii!iilBJIIJに

繍結占れた ン・レモ協定（♂anRen川 A.i.;rccm,;nい

；こ将米イラアにおヴるイ［油利俸にltイラケ政J(Jに

20%の株式参加選択権を与えるとし、う規定があ

る。けれとも1925年の IPC利権ではその規定が実

現不可能でltないにせよ，

現されたのである。

lil~任た九しめる形で六

この問題については1958年以後のカセム政権当

日寺，鉱区内・部返還交渉とからんで、鉱［心つ 7らル

即時返還， 10%は引き特き会社側保有，残余 15"<,

についてイラク側20'Yc，の株式参加による新会社に

より開発京芸を行なう‘

ラ8

とし、ぅ提常ぷ会ト土｛員小iプ）

なされたが， f ラク政府の受け入れる E こ乃~： lょ

19/il "I ＇法作議以り；でj語、！えの9~！ .5% 主イラヶ

がう怠：J;i]I反用した日いういきさ J 》があふ。

ともあれ石油開発事業への（株式〕参加は在来

i\lJ 手I］怜‘にも JI~ 府与.／ 1，石：きで， そhi:t 「＇h・I育変死

,1,Jを｝~ j 11!1<・ d,wlr i附川“dian,:i叩ドirc11nトiユnc,:-/'J 

V !,(・ ；＼、です；Jl,l,芯J1 2：，〆＜ .~ 1》のであり， ,t・ < i -_ 1 

Yヴ〔＇ I上うに利位協定J:明示的な規定が作自；すく

JU・ノ＼少JII、 それ！りj示.~ ).1.,た比率l土幾得さるべき参加＼

の最低限の基礎たらしむるべきこと，

dされたのである UJ5）と。

が決議で確

if)] 1) 'J～博士tごよる以上の説明か 1・,, 決議本文：

。）石~:2Jfifl「参加｜の趣円はメジャーの保有すね

{f：来型利権への主体的な「経営参加」にあること

が理解され上う。したが〉て三うした政策志f1ij;t, 

“con trけlfrom without” ヵ、ら“ぐont1ol from 

wi1l1in”への転換を意味するともいえようか。 モ

して二のHill遣の （，；－ fr溝在的重要性カ達人， 均jせず！

て（＇＇.fJJ外（／）ilifll議を生むととになる

( ii: l ) OPEC, I<esolutions Adopted at the Con-

fen’ll<'eS of' theけrga11izatio11 of the l'etrole11111 

Kr／》ortingCοuntries, No. 2, pp. 11～12. 

(Ii 2 ) OPEC, p. 12. 
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ードにて開催）の開会演説においてアティキ財政・石

油十Iiit前日記16因企議議長山名iこi) b、て、 OI屯C

石油政策綱領に盛られた諸朕！l!Jr}）重要な－JfH¥す

な：＇｝ :, I参）J1I」fl¥W1 ;c: －ル、て， i C tこ好j～ L, , J:i_ 

響を｜いFif’（ ））氾ι‘加盟国J>,;';-¥¥ Cその＇j.:;J凡がt'(u;1J

に・.＞＂§ えらjL C. L、るーとは：.：，.：ばしいと Lて， 、二うし

たり ｝］の絞（「と調整士はがるべく、この際問題全

煮つめる機会ではなかろうか， と提唱したのであ

る， 8）。

〆号もそも 01》EC会議の議題は理事会をi単じて可

lliiに決定される－二とになつており，かつ， J二の「，五L‘ 

力IIl rJ司題古も；メジγ一と enI主i係上き，；／）めて？妓妙な政

；台的問題でもあるため，他の加盟諸国にとってい

ささかシ 1 吋クであったものと班解される。会議

は直ちに秘密会にはいり， この問題の取扱L、を検

討することとな pた。

この秘総会の模様を消，白、筋が伝えたところによ

1,! :J, lJづ fイ・イサク正1ill!倒（IJ, Rashid al-Rifa.り

が虫ず［参加1J1/IJ樹を議組として取り上げるがj議

士提出， γェートit当然J＞ことなん：らこ ;Jtに資iぃi

した I u· っき上く的 17~iJ会議は、 どの1m組に閲す

るよL体的な決議の採択を避け， ！参加l」IIll題の研

究合 OJ》色、也事務t1に指示すると旬、ろ形でラ :1手主主の

1¥¥zJすをはかvたとのことである（，J日）。

このこと；よりPE仁力11盟UJ閣の干ij'，＼：の不 A致が｛「

住していたことを端的に示しているといえるが

〔， Ill•, 1,、一）れにせに「参ノIJllJ問題山Jc!:fi｛化は少な

くとも当分の問事実上の棚上げ‘という結果に終わ

ったわけぐある。

C ii 1〕“YamaniReaffirms Support for l'artiじipa“

Ii付 11 Principle and Rejects Idea of‘Disengagement‘ 

through Nationalization，” A1iddle East Economic 

Survey〔：！YNov. 1968), pp. S～“ 
( il. :! ) Ahmad Zaki Y amani，“Participation ver・

、11sNationalization ; A Bヒtter Mc，ι旧 sto ServicじJ’

in （’ontinuity and （マhangein the H' oγ.Zd Oil Indus 

trツJ .il Collection o( Papers Iう・どsented at the 

Thirdパeminar011 the I~,·ono111frs of th,・ lnfrr-

natiοnal Iヤtroleumlndust，ッ Ileld at the 1l111erican 

｛’11ircn、iIγ o( Ikirut, Spring Iリ｛市， editedhyχu -

liayr Mikcla,hi，計hcrrill Cleland and I札口伝eymour

（臼ι，irul,Middle Ea,l Reメearchand Publishi日以仁en

tcr, 197ll), l》jl.214～215 

( /I ;3 ) Ahmad Zaki Y amani, pp. :!16～220. 

（江 4) Ashlaf Lutli，“ Nationalizatiりnof Oil : 

The Problems Involved，＇’ 1'v1iddle East Economic 

Surv’り Supplementto :!9 Nov. 1%8.お J(! QpJ,;(' 
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Ⅳ　国際石油会社の「参加論」批判

1971050064.TIF

。ilCo.＝米系メジャーの StandardりiiCo., New Jer-

sey ; Texaco ; Standard Oil Co.。fCalifornia; Mobil 

Oil Corp .. 1社が共同！？パf)のf、yレーガム社長 (I-!.I. 

Brougham）は，ペイルートの石油専門誌 Middle

East Economic Survりへの投書で次のように述

べている。

最illl'z誌企 3め て 事M変更（1)/Jdtl］とやムに基

づし、て石油利権への『参力u』権に対する産油国側の

要求に触れた山版物が出ております。 かかる諭拠

高名与アラブ法学者。〉冷静fj＇.析山ため t'-i；志か，

I}）当技理論に際lナる見解を、 貴誌読者（／）高覧に供

·J ることに1tlll品i心をおl~ち μなることと存じます

のじここに当i/¥J題仁！なすら＇＇／ら 1字L(Dr. Salm 

I lal肌・hy）山概略立見の’Gし lt\il~ お送り申し上げ

ますJu, I Jと。

それこjL 6_: ":'.tけに1,;J誌はそ山 J＇.文乞掲載 Lた。

(William fどYみると γフムコ社U、律w＠司のノi－ーエ〉

L. Owen) .Li:::あてのハハシ博上からの書簡となって

亡の)f；メ:i，、A•/vi」かかJ ) らずそこiこiur-1L、：Jk、、

〈された芯見は γヲムユ社をLjI心とする JジTーの

それによると，それとみてし、u、であろう。

石油利権協定はその性格上国｜探的もしく）
 

1
 

1
 契f(-Jそ一れはトラレス「、／ョナノレな色のであり，

οil, Middle East Oil恥fonographsNo. (i, (Beirut, 

Middle East Research and Publishing Center, 1968) 

k ど参IIT；。

Ci'と5）“Kuwait Oil Minister Calls for Host 

C;overnment Particip川ionin Ownership and Opera-

tions of Oil Concessionaires," Middle East Econom-

J《 Surccy,Supplement to 18 Oct. 1968, p. 2. 

(il:6）“Kwait Oil Minister Outlines Views on 

l'.,rticip凡tion and Other I只sues," ]l,fiれldle Xast 

Economic Survey (8 Nov. 1968), pp目 1～2.

Ci!: 7) Ibid.、pp.：，～6. 

Ct日）“Speechesat Inauguration Cerc1凶附 of

¥.¥'II OPEC Conference,'' J1iddle Eι、fEco110111iι 

Survey (Nov. 1968), p. iii 

(ii 9〕“（ll'EC弘 Ilaghdacl Con fcrellcc Dirccl s 

¥'icnn，‘i S配 rel江 iatto Be日i11 Formal メtudi制 Oil

l’arlicipation Plans," Middle East f,'cono111fr S111～ 

, r•y, I'・ :l. 

( ,UO) Middle East 1,;,0110111fr Sun’cy , .. ，〕 λ ・

・エ’イタ でゑ〆 l イ fj ・l’f-c i (Ian Sey-

rnour) J＼；によれば，組織としてののl'ECII参加Jci）／！戸WJ

コミ J トL : t L、.・, ";, -_ .,) rJJ :,,, ..こ’ti;.:. mi,c. ！，・i,

てl、むし＇JIい1,,J,: ,1/c hlr作lC'[)I), fンド f、－；，， -;・IL・・)" ,' 

I I’討j.i:: (pr刷 l11ctio11日haringpaUc【n), :, , I; IJ 

ヘ不ンぐ L ヲlよ！ill越自体にあ士り｜；小心化 4,. （ 乙い似いの

1j1 '1-t「もと i.') ）けμ心な＇＇ l；サ P Jアノ 1γ.. ；；、L

－ トであら。イソクももちろん参blv Jr.：＼心t,:liiJ】J/,iれに

（〕ろが，！PCノ！レ・－・ -I とJ）シ干のめ伊に .I:,.:f人；，， t: 

4 、•＼，、て！、ない「：： 1 地］を iJ .＇，＇えて｝、る。 J自）j（ごっン l IJ L. 

γは：＂1幽｝静観のよ：！tjどとっこいるようである （Middle

[,;ast E, anomic Sun・，ツ， p.,1Jo 
肉体の法理によってまず第一に支配される。

かかる協定の妥当性と拘束力は文明諸国

（！）認めくトー般的な法原員lj，とくにシャリア（泊a-

ri‘ah) i去を今む法原則に従って承認され支持さ

れている。

(21 

1司｜摩川701主社内「参IJI I諭J批判

三う Lfこ関係hら l参力II，政官；こ按j,j－る論誌は

IV 

¥!i]f1三I 2)J u、A>ィぶ－：L1r'iえになるかと忠われたが，

とり ）＇け 11！約 i土／；（ iiさるへ ：＿， Iごと Jる(3) ,;, -:, fr米虫干I]!/i ・' 1 {~'. 1’l会 H:iこる ） ：） γ」の(Hilから

大／Ji(t[IJでI IJlがJ.t号、（fJ(pacta si111t刊 Ivand；りは日ljυ ）if手で 11ト燃i'.1c1，て【・1二長lを与さ lI／；こ士とかじ，

十ることになる。 ある。

(4) この大原員I］は「事情変更原則j

(clausula rehus sicメlantilrnのの理論により制限さ

契約がその

近年，

るべきだという主張が一部にあり，

ハパシ論文

十な；！ ) :: ）サ 17ジア弓ビ「 C在来1抑止権tこJ,(＇）い

て悌業中の採11l］会社アラムコ（ArabianAmerican 
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tlーケノースlUJ:l,iJ｛ドun1:n iケ Lートにおけ

る｛i iJlJ I三ミ十一で，（II 中東の従来J~／ tlJ権と全く 84

＂！＼~ふ ＇.：.. ・-' ／二料H市IIJと・：， i』山J.,l)Jl,｝（，；ニ（＇人J

と1て契約取り11111系に不隊＇t'JI！と経済（l'Jiよ＇ic定

けと L、う白山むなl~ ：t：を作人：＿ ・:: ＇，‘ζ）， pた手IH主力点i乙よる i夜打111母の経験からしても，

lrJU也j行的事業にはする政府の管理lHぬと i’jltJ 

；，良）p~• ， U ） 政府一一叶往の完全hf如上十かなる事業1ldVJ

,,n't＇：加 Jにし iニii1,Jt占jLうることを／j与してし、，ムよ

~( 

L、一I'llにしても変）どはItいじ，tiけn'i ιヒリラ υ
し〆，｛＇／ ii二(tcrrninati引n)iこj,'1］＇，、て v、ゐ ［十一七Ht

11wn1;ぴ）＇壬；？入れらとこんと，＇，仁iι」c') S1Q；，命lt、

7に1.!."?i’UC，れる， f2)L かしながら恕起さるへ犬' ', I、1＼、 1号、〆

t .t 1i行・J,;t,1Jr11Al:fi'.1'10_1 i'rll分にk十！心作用！と i二十11Li't>

I1井、よ，、【りな／Jilfニ.L.＇て i'Ri1P，にJ様nさjしうるもの

でil ／仁い土 L、うことてふふ， （3)・；；：、iこi，口:fi!JJ・.11¥j玄！’下J 

i'土・，

と，1) 'i＼.会すc;u ， 日立； 1ili:1l~ l二；；与手＇1 を lj~ξd：‘主，；：，； i二｛／｝品？）；：

ど：， ' 1 /, '' J 、 11、 i 二~； ', L よtIi此):clJこと々、；lHi1・, 

! '. {t;(1(J＇二 lリ;J,)?j./) ＇トケ J ,・ i I_: ，・‘ 

~; j: :'~ ftl1il（ιι，！ 'I '/J ；，［（壬I（［【： ι
l I -<, 1: 1｛、可

T
－
 

、
f
p
 

，IJ
 

/i{（，氾.＼ j IてL、＂ 三J-hhiしてL、／与，， ;, :_ 

、＇， iおとiこ／λ.：， U.［，＿＇））リr,i:{'.: 1刊行iiιいJ1;: I I I 'i-c 

1仁ど／｛：

け1111]ftHJi.りた弘八、；ぅ乙 ］j企／こ L／（、めている kI -1 l_, 

lか L，；ノ J ：ミjぇ＇tιpとi.l ＇主りし／こ J{J；は（

i ¥c)JII i 11－（（；系企JJt'l'iJL℃，， ＇－；ふ，す le、，！ ) t,, 

1i::; ~JJ.t,;',t!'1句役；1·11 企 ~~！こ，J －ことカ‘じさ／._ ¥ '' γI t'i"手il士ti,;f← l llil<'IIJ.111《111al≪r I ra11,1i;il 1≪川 iJ・:'!lれ

,・c 11W--1i.J、i(( lぷく本・k！／ころ ι；＇）イ》；＇）℃わ； l、

主ーと：t’i、L、ょlliけJ泣いlI.心｜十［lifij正；二；rWcl

行（／ことえてJLi-~11J,,:1(Jc·J1, , ，
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I cこじ,f,;j I!. I j ！日 p九ィ与とこ／，とit, ／ことしくれ） , i I九（＇1 1;1: (, ,: Jだギj111 'fr！＇定l)__'!J也 11J/t

11.1 :r rr米件 1・,At-::,.!., :'i::nニどにIY,I心た t ，てJjIJ i L l引ナj本土，.－, ,IJ[! 11, i・一九 j-::, I_: L I 
/ I I • ty 
J二； i 勺 j,' / 

/1• _j I 1· ， υ1)!;(,Jlli こ~－！；くシ，／，；＇<};i Iトfib＇存十る 11)(il-::,1'1 ｝） 」 j:/1、11Jー］） iド＇i']l行CIi1心i：上り ti），：； 二、

かれら（！）立j誌を守心へき ）J~お ｛，＿：，＿：パ、正fι'IllL , rtt C J’iる二 Jーセ，1,11t：した ，1',1) ・-＇，、勺こと A‘C': .:-_ 

ノ;ttべ〉りの解決策はよ； J:111111i二熱心iこ：kめて L、る。') 

IT'i三／Jill土II、HflしてL、ることを支現するにあるり、 J 、シ；お幻二 l!llLJ;二 J人 J~｝；二 it: 〆 y f / Lどん i

版本的にはも九九んーイ｛託！！生{11J ＇のきま／ JIJなのか？［参ゾj(fr/11＼｛，に上ふムコ？！ーとして：t 8:irl1I引illJ円

II それを担えて井戸から凶欧，i来＼であんらが、川j11支策l二it名主ともに！よ：じられないこと全lljj子／；

寸ーストフ！）アその他最終顧＇1干に至る :tぞの

1::Ji故主i邸主ヘ (I）参加iでもあ7，うrJ 

I L方、しかれら J）干1i111ぴl／こihグ） diJJ);fよi1,11僚会礼

ノト引いこA、た；Ji全かもなL、,'i',"'/f

本、した~）、＇！ ！二〆Vて，，ぺ、

そし Cy' J、l 付；二九 （， 4 L ,.:iこう LIこたえ ）；；上

シェルの見解2 

I ' ,1トJょi二l! fγ i Jγ ーにK.i1t’けるも clJ仁あど〉け

L ／こIi・ ・，てj》jl.{1.{I, 

~＇. LC:t ／ことえど ！，ノぷ ！ I 会 ）J !; ; ，ら〆》）ともM人；こι
;i仁徒主しt）／二 1,しJJ仁（いり、- I, lに（（，川i;'.l‘ , .• , , r. 

' - ' 

（『｜い，.11 ＂＇ι，d ,,r Tr山｜νh＇.《・！atiu口、 fw1h，・＼lid,lk1.：トI,

c..;1,じII!111円 11atinnall'etn,leurn l 'o.) . .[3よ、Jドノくフンヱ： fことえそ山

気になずうfーとこんで現実の可能性もなヤであ九

! di均一に参入するか法は主際には J つしかふく，

63 

ーとれを：分か九 lj，えど） , ）もりは与し、し，

長（llavidBari-an、（、hairrrn山引ithe、～＇h，忌，IIT 

and 'J、radi刊（、.n.）を］芭 L: ［：診／Ji!_!11¥J題につL、てi'K. 

」flt、う lこレけ之 V ご1‘?,,, 



Ⅴ　ハバシ論文をめぐる波紋

1971050066.TIF

それは難しい方法である｝ 自分のお守そをitい、 r1 
おのスケッフ合開：111練 L'

ドl分の旧給網を！？ーり，

自分...11・1育製iル｝をwて，

そして徐々にも〉とも競争

的な環境の中で自分のi也歩を築くことだ。 それは

法慢なアピlロセ（寸あ I) オI常に？？のか／J込るもめごあ

る。」

「中W:J者国政i(fがと＇＇）ため：パ寺 i勾ど白砂、OH、ず

れをももってU、るかどうか， わたくしとしては疑

川であ 産川1411支れと石語l1Sdl；と J’l!',JのlfnJとめ

が静止したままというニとは必し、にろうし， ：主た

てうあふくさ C/; L、、二と（主もんうんて iiiる。 L、

しその t~本構造はかはり長し‘｜削非常によく機能し

一三きてJj,J' f、：.111に正れる nJ脳性はな L、り J:!r'U，；己O)

マ化をJXI央し f土士＇fl実主~＇＇..＇.（1句な ｛＇，注がみ、九れ乙であ

んうことは疑いない。 しかしそiLは， イi九＼1を所イf

る産パ111過と， それを必要と 1:;;i消却ii，ならひ

にこれらl而ji!rの結びuであり械働者となづてし‘る

い｜際会比とのli¥lJ二存ti:lる；：ぷHUIif: {H立l~f、川催

問たる基盤の上に今後ともな主れよう」し I:, ）と υ

この上＇） Iこノ、フン会1<iこft｝＜えきれふ J 工九 J）見

解は， およそ事業経営というものはそんなに生や

さしU仕事ではなく， ll分の虎の子し＇； pJ彦、をはた

いて汗水たらして営々と築きトげてν、くものであ

しに広って｜｜分(1）子前勝 f:t.都止にけでレと

九簡単に「参／JIIJ とし、うが， ぞj'-i土庁rt＇.サツマの

'.'fヲゲノリでしかなく事業経営の何fこるかをわき

工えな、、与えかであるとして， 「参加！ 政策に対

し完全百l認の態度を示したものと理解される。

C ii I ）“I .c,t Iじrto the Editor守 Middlじ East l~rn 

nりmicSurvey, from Mr. R. I. Brougham, !'resident, 

Arabian Arneriじm Oil 仁り1111)山 1y，” Jfiddfr Fast 

Econo/1/ic ,",'111 ，.，.＿＼’（20 I kc. lリIii、人 ]J. i 

(ii 2〕 Middle East 必・ono川れ Surue_v,pp. i～ii. 

( ii J l 19ci5 , fl• 裁山， 1 ＇の限1 ,1，ミJji: j ＇ド勺

' 3，くυ。
“＼＼＇hereas the Government an<l Aramco、lale

64 

that (1) they respect all the obligations which 

they have undertal世 nand now und町 take,(2) the 

Government and Aramco have never entertained 

the thought that they would not he bound hy the 

Agreements they have made and now make with 

one出 10tl1tうIJ’kliddle East Economic九＇uruey.

( 1.L ,1) < ;..,orge c;1旧民“ Contractversus C川 ices-

討ion，” λ1iddleEast E《・01w川 icSun’ey, Supplement 

to !:> Nov. 1968, pp. 4 ff. 

Ot 5）“Shell Chief Reviews Middle East Oil 

i’H附peelsand Defines Company Po叫tionon Partic-

iJ川 lion,"Middlど EastEconomic Survey (28 Feb. 

19（古川， p. 7. 

V ハパシ治文を人／〉ぐる内紋

以［ーのごとく在来Jf;'){:lj権iニ対する“controlfrom 

without”から“ controlfrom within”への転換

を志1t,1寸→るし、わゆる l参加i政策たるものに d 功、

て， 主要当事：宵たるメジャーとしてはそうした考

え｝jに応諾するつもりが全く／（ ~ 、ことをi列維に意：

Jι炎示したわけである。

しかしなカ也九メシ γー側のこう Lfこ発言は寝て

し、る子を起こすことにもなった。 そしてアラブ産

i1H国！品！係者から相次いで JI.fiddleEast Econ川nic

Surveyに投？干が寄せられたが， それらは主とし

てハハシ論文に対する批判という形でなされた。

l契約iに関するハバシ論文批判

いずれもほぼ同じ趣旨のものであるが， おもな

むのを：つi主ど紹介しておくことにしようの

ザコはクエート財務石油省事務官であり以前

()l’EC ・jfrJ,J.,lにも出1,,jしていたことのあるソンナ

(Khairy M出 rna）氏の見解である。かれはハノ九〆論

文が外It＼投資家のことどけ合念頭i二才Sv、たれのに

すぎないとし，（1）フランス法によれば石油利権は

一種の行政契約（admin凶 rativecontract）であり行

政法山七とにれかれること， 12）「契約の遵守jに



っし、てシャリ Y法でも ’定の制限を認めているこ

と，（3）イスラ民法のメジェッラ（Mejellah）第39条

でも「事情変更」の原只ljを認めていること，（4）し

たがって石油利権協定は改定可能である， ただし

当事者双方の合意による，と論じている〔i.!1) 0 

もう一つは作ウジアラピア石油・鉱物資源省訟

律顧問ゲ十イミ ti手J:(Mohammad T. Al~ ( ;unaimi）の

立見ぐあるれかAlf.-!:V /J (Jean L刊 ・a), 〆ヰrー（In-

grid I）けletI, ノリードマン〈問。If山 II日Fricdm日nJ

その他（／）所1託金引mしなが（，， これら欧米の諸学

1fの解釈に！慣らしても［事情変更」の原則が妥出

すると L，とくに公益（publicinter倒 JJ.の観点か

らそれが認められると主仮してし、る「ii2 'o 

2. ヤマニ石油相の嘆き

. }j「参）JIリ政策を炎明した当日）ヤマ守二石油十fi

l土， 問題が法理論争とし、う予想外のHr古iに発展し

たことを嘆息しておよそ次のような見解を表明し

たっすなわん，

「参加l原則はりドEC9カ国によりポ認されたも

のであり，またけAPECCアラブ産油国機構〉規則

では OPEC決議がけ八PECを自動的に拘束する

ことにな ・） ている。したがってそれは他の 01》EC

加盟国と同様にサウジアラビアを拘束するもので

ある。J

「われわれとしては参加原則が表明されその適

用が要求された時点で、アラムコ社およびその他石

油会社がその原則を受け入れることを期待してい

るわけではないυ 道は長くかっ険しいが，参加こ

そ安定した石油産業確立のH佐イ｝方策であると L、

うわれわれの見解に会社側も同意する Flが来るで

あろう。l

「法理論争は主要な問題からずれたものであり，

いずれの当事者にとっても利益にならないであろ

う一一一」 (IL3）と。

他方「参加J原則を採択した OPECでも以上の

ごとく論争が再燃した関係から，第四回会議（1969

年7月8～9日，事務局所在地ウィーンにて開催〕にお

いて再び「参加J問題を討議したが， とくに結論

を出すこともなく終わった位4〕。

(ill）“Letter to the Editor ; The Legal Prin-

ciple of Change of Circumstances，” Middle East 

P:conomic Suη ey (31 Jan. 1969), pp. i～iv. 

(l:L2）“Letter to the Editor; Participation and 

Change of Circumstances，＇’ Middle East Economic 

Survey (11 April 1969), pp. ii～vi. 

(/1:3）“Yamani Deplores Legalistic Wra昭 Jin

0日 ParticipationIssu巴，，， AイfiddleEast Economic Sur-

りey(17 Jan. 1969), p. 1. 

(/1: 4）“Participation Issues Dominates OPEC’s 

Vienna Conferece，” Middle East Economic Survey, 

Supplement to 11 July 1969, pp. 1～3. ならびに

OPEC, Resolutions Adopted at・・・・ 

刊 「参加政策Jにみる産油国の政策理念

l. 国際化への志向

かくて「参加政策」に関する論議は事実上立消

えの形で一段落したわけである。そのかぎりでは

しょせん絵に描いた餅でしかなかったことになる

が，にもかかわらず， それは産油国としてのいわ

ば政策理念にほかならず， それなりに受けとめて

おく必要があろう。

ただしその後とくに 1970～71年における国際石

油産業をめぐる急速な情勢変化に伴い産油国対メ

ジャーの力関係が前者に有利となった時点で，再

び「参加」問題が顕在化しつつあるように見受け

c，オ1る。

そもそも「参加政策jに象徴される産油国の政

策理念には，石油産業が歴史的にみて「国家的枠

組み」を超えて行動する一群の寡占的な国際企業

(international or transnational enterprises）を中心lこ

発展してきたこと， したがってかかる国際企業の

6ラ
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事業所劫に対し， 直接的も L< f士山i践的手段を通

じ亡、 議合的に参加・介入すること／；.くしては窪

｜ぱ｜際fii!II産業の場合複数の11,1際企業トよる共同

事業が広汎に行なわれているので， I・. if1己モデルよ

ぷJ[+:Jcnl耳益を保全しえなし、という発恕がからんで りはるかに悔雑な形で経営管fJ!1が行なわれてL、る

いるの が，ほlまと述の図式が妥当すると仮定してさしつ

国際企業はコyレデ、教授の抽象的凶式（あ 1閣参 かえないであろう。たとえばサウジアラビア所在

照〉に示されるごとく， 多国籍企業（multinational の採油会社アラムコの生産した原油が， 消費国た

ente叩rise）として汎世界的な統…的集合体を形成 る西欧・日本などに所在する系列精製・販売会社

しノ）つ行動しており，－•＼H占：！＇＞己主会］＇. I. (a unit ope- (/・_ .＇：：えは仁、ゾソ・イタソアーナたど）に ;t,j・して f付

rati1〕gcompany）ベースで下IL.'.ンこり，！＇1(1i二採算をはじ f~＇ i1lli協！ ；士通じて引き渡され，それに k ，てもたら

くv＇） でi主なく，世界的／な視野での持法諸資源の適 された利潤I}） 羽1が北アフリヵょうるいは二一L ーギ

IE配分をその経営哲学としている門 ユj’など他の諸地域で探鉱活動に従事している同

ぞれゆえツェイヤウ zザー教技司＞指摘し Lいる じ系列の明地法人（たとえばエッソ・リビアなど）

ように，たとえばA国における事端1,fr1\/Jで f~ド〉れ の投資に掘り向けられるとし、うように，世界的規

るa社（A閏の現地法人〉の利潤が。 ｜付替価格｜ 模において国際企業全体としての経済諸資源の適

:_1 r川 1skred price）という：，lli情的＆ f-段を便法と L rl：配分が（（ されるのである。

て司 IH司所在の税避難会J:I: (JfilJ),t会れσもあろ〉た 「H脊価格！を通じて得られ主主投資資金rtぺン

る l】引に留保され，そ，わが（、•ITJ における c 社の新 I トース女ー史の表現を借りれば， hを終消費者に対し

Hf';f業；こ投資されると L、ら l；「Ji二、資金配分が行 亡服諜－·~ iiた A 種。lft¥j接税に相＇ 1'14－るものぞある

なわれるのである（正1¥

第 1図国際企業の経営管理モデル

JLWIJ. 

一一一［E] 涜

:・;,;-'t;'Jf 

U・l 7見会社

φ J也I卓会社

0 ;Jl.f也操業会社

'"' L 

（出所〕 Ende! J. Kolde, International Business 
Enterprise (Princeton“Hall Inc., New Jersey, 

1968), p. 250. 
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が（パ 2），いずれにせよ上述のメカニズムは国際企

業としての社内取引（intra-companytransaction）に

十ぎないともいえるの

けれど f，たとえば， サウジアアヒアlこしてみれ

ば， 111主iの石油資源で得られた手ljy筒の九iが他の

産ill！地域に投資され， 結果的に自国産！？立話lの市場

競争力にマイナスの効果を及ぼす懸念があり，少

なくともその分だけ搾取されているという印象を

強くもつのである。

かつてイラン石油固有化紛争の立役者であ pた

[-l/・. ，，－がt汁IIが， 八［O('. (i¥日以lo-TranitlllOil t‘札） I}) 

全刊誌の弓｛｝%， ？なわ%イランのみな，，j→阿欧そ

し叶也，；m-也城山 AIOCの系列事業をもためたグルー

7＂全体の営業収益の半額， を要求したと伝えられ

ているのも位3），上述の問題と無縁ではあるまい。

しかし Is.がらー ・U1H'-f立での凶lJ’化は，セルパン・
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〆 ι ＇，~－－；， 1,Ji"iJ商Lている上うに， lヨi祭企プ；ミび）
'I；桁斤ポ1_1ど／）／;[ii] jーと〉手jν＇Ji,(Fr止で；t!.,. ＇ιCl ・1 'c -C-

I／・.＇ケ行村 jJ）尖ll.lilftその立11まCrn1111.1u）：伯、教，;ill

と＂＇＇て L、と3

1tさjl ,fr_ i]'[: t ;l¥iifi] [Elぴ11' il'i'l'J tc l 1,li；~ミ iii J持参；人以

ヤト；二ょに L. 子ノン、 ツヲー！江どの海外ntfcた

くノヤンス政府が細分化された利権を供与し，し

かも n-fl]N!Hc二J 山、てフランス資本が参加しうるよ

う必H,H;IJ金どー〉てきたこと‘（3）こうした関係でヱ

！？アン協定に庄J ) L、て独立した時点において，！日

アルジェサア政庁の各f五千lj権に対する資本参加分

点、L!'I 動的に1虫、工アノレジ ：L 1）ア政府に継泳され， そ

とえばイ Y :.:tインドわずド l ~ 'l'hil！パlいこ資本参加lL. C L什，，JI味では労せずして石油産業に参入しえたこ

い弓〕：lP ド）イγ1Jと ihとらに Lか L脂製.J『I；ぶなど ど、 tr.どをノとの特11:tとしていfこ。

,) ) ＇，、，＇,11，ゐ I'oit:'¥l'.111l投i('ff山川！？叶n・,1111investment) そハ後 1965{f-協定を通じてフランスIE!営；石油機

;t I I HJ'j仁川町仇止符 JJI,:必 sをど！ており、 とうてい 1¥/olどしてアノレジ仁 I）ア同営石油会社（汚りNATRA-

11｛九州【.J_.) r: ~ ~；え炉、：＇；：,1・1 ・c:-ふるけ 円 I）左の問に半額共同出資による直接提携方式

,'.,, IJ ( ・ 11'1’J i(il!i iこLら／ILiH；引のなf/i'Vi• Wi・id[f!in (Association心的i込rative略称 Ascoop）が成立し，石

市11¥UJ；‘k則的；：九ζ11]111.U仁j坊｛， Cも‘ そjLitlicJ際 ;111 事業へぴ｝積極的埋ま，人の道が I)尽かれたのであるo

(1': f :71（引！けと1系列diじJにiι特企及，fす山で， m 11c1悦資本SONATRACHを通じてこのように石

川1［十j:n収入／ト iとしてlki際企業，／＇）：｛；； Ifi i'f':11 ¥i HJ 主再I~ i1flj!J£空への参入を実現しえたのは、ーにフランス

ノJ1: 111i出に’ト主J1亡し、る問（系 I, 7~i. 民l](Y-Ji こi t得策 と円特殊関係の所産にほかならなかったとみてい

f土井島＇＇

'・ IτL ＇＇，】

L/J、仁、 1tJJ:・,;f;に恨誌の」、るfi：手；であ

L、であろう，， ア／レジ E リア人の経営技術がどの秤：

慢効率化しているかにつし、ては綿密な検証を必要

ふυ 1今1JIIJという fillで 1ヨ4際：ft:Yfに十H采り Lよ と，i－るであ乃うが，少なくとも SONATH.ACHは

う＇：.＇. ＇－勺 ：：;:: lJi t n I ゾ）約.~J、かん；口仁左 tτ むので I 1,l"fl；企業どして成功してし、るほとんど唯一ーの例だ

んふ J ¥' .,, イJ山1111:. rきま）JI]' i土L,nU:1¥1日j,~ !1 •JfJ< I: －十る見解がレンツォ λ＇t'一教授（C,,oageLenczo-

1:1ilc:'ii:111J士も汗1><,::iーとし U 、る ，））はそう L/: wski）川ご［〉て示されていることは興味深い

l弘i：系に上る（＇ 5 : （！針。

2, アルジエリアにおける田有化の新渓関 さぐこうした特殊事情を背景にアルジエリアは

とごんて、日 J・,1.'Jごとき「参加政策j と（土 全くりI] 1%7｛ドの中東戦争に際して米英の減イスラエノレ政

，）））号機か二すでに印分（1':1なた入を・JUrtL、 か＂J :-." f寂に持する対抗措置として在アルジエリア米英系

'. ir~ iii↓＇1 !1)11-Jて，•• ＇）干iitti,>'Pl；二IVJJ-るかぎり：1ほう己 ノfi';1t,会社の資産も政府管理の下におさ，その後

1C /,: L＜：｝怖をj!{ I ／とかに与えど，I LIんや：IP¥l:il I i合 メONATl<ACilの51%資本参加をL認めたゲテ f

（「千）、（ ＇.、シ 'I: t 7 -- 1 / i 1 〆11交付tI', JJγ2レ

1 If 1' , /:, < 

( 10 "' . , '! ;' ,1 .1J坊f「， 11）引iilllliJ沼山tj再！どが比較

的新しく ii,fl'.J乃O年代のi*t'i"か t',kh主 p ，たこと，

12）、＇111トハ f/1 ~:', 1) Y:J-; ＇；ンス v)1r1.一千； fi/(11.'.:H~ ど

して噌 、＇ ifリ心｝ νパ 111民1で r~ '1 1 'tr 1' i i'1(1 :c:r'iL'. 'i:: r,1¥ij J，、

(I ;r,11yりti）を除いて， 1970年にかけて残らず国有

WI. ！べりである y

［かしts..がc，このi五ffft.（上これまで考えられて

きたいij11化とはニプアンスを異にする新しい要素

そ古人

/;'('f.1,( j・/,jパp I j功、 港湾1i0I,it. べ｛ i包ヲインよ仁

67 
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どのいわゆる有形資産（visible assetめそのものの

強制収用であるのに対し， アルゾ工リアの場合た

とえばシェルな，，シxiしの i付毛利権に対｛下るmu
権ないし持分（泊7），貝体的にいえば株式の強制質

取りという形をとっているのである。 これは「｝升

有村」（ownc四hiぃ）とνういわ；f無Jf3資産（invisil,le

出 sets，：の収用であり，作？にい月株式の肩代わわに

ほかならない ena）。

したがってそれ；まシ＇・ 1レの持分を継承Lたお（）

NA’J'RACHがたとえ（：fアfレゾェ＿＿;Jl1油所の筆頭

株主となり他の株主（フランスなど）と並んでその経

営に参加しその主導権を握るという効果全もη の

である。

こうした移入方法は中東産油国にとって正に他

山の石にほかならないが， 当のアノレジエリアはそ

の後 1971年 2月2H3，かねてkり特殊関係にふ p

たフランスの在アルジエリア石油資産の「部分的

固有化」を断行するに室った。すなわちアルジヱ

リア政府い＼if]日付をも＇）て CFP（川、 Pctropar,

SNPA・C円parex,Omnirex, Eurafrcp, Frnncar巴p

を対象に資本の51%相当の権利を強制的に SON--

ATRACH；こ譲ii主せしめたのである itf9 ¥ これは

蛇の生殺Lにも｛J:Uこ巧妙なjJ策であり， Yラ＞＇ ~'- 

側がどうせ国有イじするなら全面的国有化してくれ

と要求しえ；王どであった位10)0

3. OPECテへラン交渉と産油国の自信

アルジエリアにおける以上のごとき新しいタイ

プの悶有化政策が長期的にみて成功するか斉かは

予断のかぎりではなνc しかしながらそれは， ill

際石油市場における需要の予想をヒ回る伸び会背

景に，産油国対国際石油資本の力関係が前者に有

利た方向へと逆転したという事情に由来するもの

であり， 土の力関係の変化を確認せしめたのが

OPECのテヘラン交渉にほかならなか，yたq

68 

1970年12)i の 01》EC カラカス決議に基~3いて

7L年1月より 2Jlにかけて行なわれたいわゆるサ

ヘラ：／交捗につL、ては， すでにわが圏の新間報道

でも連日伝えられていたので， ことでその詳細に

触れることは避けるが，産油国側のほぼ全面的な

勝利どいう形で原油価怖の引 i二げが実現したので

あι，

そjしは OI》Eじ J_lt立以来 lO年有余にjJたゐB主油

！；司c/），｛；：願；／Jミ＇，） たJ) f:tで，西似iの報i立にも‘‘a仁i仁ιi

shift in p‘予、、・er，，とし亡 i：卦l>?i守干iム油産業の主導椛万為

産油闘側の三手に移つたことが認められたのである

(ii 11 ) 。

こ J ） ょう／け奇吟変化合背~J二 i参加政策J Ii: Pf 

び陽のFli'rl谷びようとしている。すなわわサウジ

アラヒア百社11• ；鉱業？？：官ジ v クダル（Muhamma,l

.TouldHlar) Kは「テへラン協1じま『参加』への（：｛1lh

となろう Jと示峻しcim，りAl'EC1事務局長サダ

ヴィ（SubailSa'dawi）氏も flジャーは参加係員I］に

同意！一るかそれとも利権を失うかの選択をせjt(f 

なるましっと明言している（rt:13）。

はたして「参加政策」が実現するであろヲか，

もし’だ現すゐと Jhは γyレジコーリア型を踏襲する

かどうか，は沼下のとごろ不明である。 しかしな

がらテヘラン交渉を通じて産油国は初めて自己の

カを知ったといわれる関係上， われわれとしても

この「参加政策jの成行きにト分注目する必要の

あることは間違いあるまい。

た／ιしア／レジェ ＇） ア引の参入方1}；、がはたして経

済制弓際化時代に適合してかるかどうかにつL、て

は異論のあること金付記しておこう υ

｜国際企業による資本受入国経済の『支配』と

いう問題が生じることは避けられなL、J。しかしな

がら閏際企業は現代経済におけるもっとも効率的

な存在であり， したがって現地子会社の株式をう止
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入国に保有させるよりも「国際企業が事業を行な

ら置のいi民に， lじ｜際企業♂）親会社の株工にを与えふj

こ止が建設的な解決策である，と（，I 14¥ 

( ii: l ) John Fayerwe:ither, Facts and Fal/acfrs 

n{ lnternational Business (N. Y., I lolt, Rinehart 

and ¥Vinston, I円62),I》 °ii)ff. 

en，：.！〕 ヘン＂.ノ、 iご I: 1 l Lf, I WI保されたれ業所

1'}1 t 'i：ん U:i’＇（＇， あら，I' I 同際 Eド＇tc'•/91 I'¥ ＇） 長引；；1;,} 

U, 7,11:，付ハ本l件以外i)11J,,1々 バ／lj'l'i ・￥，，によJし1：別賞税』：

判｜汁ナ；＇， 11 ））片，その1m;1，持政策九：むじてl!l,Nlt乙I＇十

'.,}t;:{J li＇.斐；両日！！許も ., . v るこ＇：： ・ ,1，す i・） とJ Fい

い .... Jo l'HH、？にそのf,/世1H説得分の投資は多くハ｜叫に

また ；］ ' ！てな汁 Lら。 i i がっ Ji,る［,t.j,, ＇.）投 fi:Iと

しノ）｜司Ji11'1代 ，v,;I l IT'•til,ilill 貯訴分』 tr ,Wえ，他cl)11Jではそ
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